こ障福第256号
平成29年5月1日

障害児通所支援事業所

　管理者・児童発達支援管理責任者各位

こども青少年局障害児福祉保健課長
「運営責任者等交代集団指導」等の実施について
　日頃より横浜市の障害児福祉行政にご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。
従来、管理者及び児童発達支援管理責任者が変更した場合、障害児通所支援事業指定前説明会への参加と面接を実施していましたが、平成28年度より、変更された方を対象に集団指導（「運営責任者交代等集団指導」）を１のとおり実施しています。
下記１・２の集団指導は、ともに児童福祉法第21条の５の21に基づく集団指導となりますので、対象の事業所は必ず出席をお願いいたします。
１．運営責任者交代等集団指導

　 (1)　対象

　　　  ア）交代した管理者、児童発達支援管理責任者
　　　　イ）その他横浜市が指定する事業所の管理者、児童発達支援管理責任者
　(2)  目的

　　　 ア）管理者・児童発達支援管理責任者の役割の理解
　　　 イ）障害児通所支援の制度・支援のあり方を知る

(3)   時期

　　 平成29年５月18日（木）９時30分～11時30分　横浜市庁舎８A会議室

以降は７月、９月、11月、平成30年１月開催予定
　　　※１：管理者等が交代した場合、直近の日程に参加していただきます。

　　　※２：案内や申込みについては、「障害福祉情報サービスかながわ」に掲載します。内容は、平成28年度集団指導の内容に準じていますので、以降に変更して就任した管理者・児童発達支援管理者の参加を想定しています。
　　　 会場の都合上、念のためといった理由でのご参加の受け付けは致しかねますので、ご了承ください。

(4)   所要時間

　　 午前中の２時間から２時間半程度

　　　
２．平成29年度集団指導について

　　平成29年度の全体での集団指導は、実施の際に別途通知します。

　　集団指導のため、欠席や遅刻、早退は認められません。
担当：横浜市こども青少年局　　

障害児福祉保健課　　　　

黒田、野村、石川　

電話：０４５（６７１）４２７９
